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阿 寒 湖 の 美
発 行 所
牙距操市大通西6丁目
北海道行政書士会

　　　　　　　
印 刷 所

株式会社 正文舎鮨瀰
札幌市菊水西町2丁目
電話⑪ 7 1 5 1~ 3番

日本でただ一つのマリモのある湖として有名である。 青く

澄んだ水を湛え、 湖岸線は出入が多く変化に富み、 見事な

原始林が水面に迫つくる幽すい境、 神秘的な湖である。
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(第34号)

特

報

北
海
道
行
政
書
士
会

労
務
部
会
の
発
足

時
代
の
笏
逼
に
伴
う
労
務
保
険
士
法
に
対
処
す
べ
く
労
務
部

会
の
創
立
総
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
す
る
。

部
会
入
会
希
望
者
の
多
数
の
集
り
を
切
望
す
る
o

報

一
･
日

時

昭
和
四
十
二
年
八
月
五
日
午
後
一
時

令
[
一
、
会

場

札
幌
市
北
四
条
西
一
丁
目

共
済
ピ
ル
八
階

会
務
報
告

行

第
四
回
常
任
理
事
会

政 書 士道

一
、
日

時

昭
和
42
年
6
月
19
日
午
後
6
時

ヒ

ヤ
場

所

札
幌
市
北
2
,
西
3

辰
姿
旅
館

,コ

ヤ
出
席
者

渡
辺
会
長
、
佐
藤
、
藤
山
両
副
会
長

鈴
木
、
成
沢
、
有
馬
、
森
口
、
荒

.ー
常
任
理
事
ー
･

事
務
局

2
人

昭和42年 7月お日

特
別
出
席
者

高
田
、
成
田
、
中
川
、
遠
藤

一
、
欠

席

岸
川
副
会
長
、
森
平
、
高
島
、
機
略

･:
常
任
理
事
!

一
、
議

事

-
、
会
長
挨
拶

2
、
報
告
事
項

昭
和
42
年
度
日
行
連
定
時
総
会

於̂
東
京
)

驫部
会
●

を
【作
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
明
。

協
議
に
入
り
部
会
を
北
海
道
行
政
書
士
会
の
内

部
機
構
と
し
て
名
称
を

〃北
海
道
行
政
書
士
会
労

務
部
会
"
と
す
る
。

会
則
を
作
る
こ
と
。

全
会
員
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

第
一
回
綱
紀
委
員
会

一
、
日

時

昭
和
42
年
6
月
27
日
午
後
ー
時

報

一
、
場

所

札
幌
市
経
済
セ
ン
タ
ー
3
階

特
別
C
室

会

一
、
出

席

士書北 海 道 行 政

一
、
欠

席

渡
辺
会
長
、
佐
藤
、
藤
山
副
会
長

小
城
(札
幌
)
丹
羽
(旭
川
)
須
郛
(留
萠
)

廚
際

十̂
勝
)
斎
藤
(釧
路
)
事
務
局
2
人

野
崎
(札
幌
)
半
田
(札
幌
)
松
本
(小
柄
)

杉
本
(空
知
)
野
村
(旭
川
)
蝦
名
(宗
谷
)

工
藤
(網
走
)
荒
川
(室
蘭
)
日
向
寺
(臼
高
)

鈴
木
(根
室
)

(第34号)

、
議

事

一
号
議
案

綱
紀
委
員
長
選
任
の
件

小
城
清
二
氏
(札
幌
)
委
員
長
と
決
定

二
号
議
案

綱
紀
委
員
長
職
務
代
行
者
選
任
の
仲

野
崎
幸
氏

札̂
幌
)
を
す
い
選
と
決
定

会
則
第
笠
条
2
項
、
綱
紀
委
員
会
は
職
務
執
行
に
あ
た

っ
て
必
要
な
内
規
を
定
め
、
会
員
が
法
若
し
く
は
法
に
基

づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
思
対
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
会

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
!
!

に
基
づ
き
内
規
の

基
本
的
骨
チ
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
後
日
成
案
す
る
こ
と

に
し
た
。

基
本
的
骨
子
の
主
な
る
も
の
。

藤
山
副
会
長
一
括
し
て
報
告
説
明

0
昭
和
42
年
度
日
行
連
定
時
総
会
状
況

北
海
道
会
よ
り
渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長
、
佐
々
木
理

事
出
席

一
、
日
時

昭
和
42
年
5
月
21
日
午
後
ー
時

一
、
場
所

東
京
都
中
央
区
築
地
ー
丁
目
ー
番

区
立
中
央
会
館
会
議
室

一
、
議
事

イ
、
第
ー
号
議
案

昭
和
41
年
度
収
入
支
出
決
算
報
告

異
議
な
く
承
認
と
決
定

口
、
第
2
号
議
案

昭
和
42
年
度
事
業
計
画
案

ハ
、
第
3
号
議
案

昭
和
42
年
度
収
入
支
出
予
算
案

一
括
上
程
、
共
に
二
、
三
の
質
問
あ
っ
て
採
決
に

よ
り
承
認

--
、
役
員
補
充
選
任
の
件

監
事

埼
玉
会
一
人

理
事

壬
集
会
一人
、
静
岡
会
一人

愛
知
会
一
入

ホ
、
名
誉
会
長
(現
清
丸
名
誉
会
長
)
の
名
称
を
取

消
し
案
の
審
議

浅
井
日
行
連
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定

へ
、
表
彰
規
定
制
定
の
件

原
案
通
り
決
定

北
海
道
会
よ
り
渡
辺
会
長
、
藤
山
、
佐
藤
、
岸
川

副
会
長
受
賞

一
、
要
望
事
項

東
京
会
、
宮
崎
会
、
秋
田
会
よ
り
夫
々
要
望
事
項
あ
り
。

日
行
達
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
こ
と
。

行
政
一層
土
の
補
助
者
と
し
て
司
法
書
士
等
類
似
薬
著
]の
使

イ
、
△
贋
長
か
ら
要
請
…の
あ

っ
た
と
き

ロ
、
委
員
会
が
必
要
あ
り
と
認
め
た
と
き

②

会
議
の
成
立

イ
、
会
議
は
出
席
し
た
委
員
を
以
て
開
く
。
但
し
出

席
委
員
5
名
に
満
た
な
い
と
き
は
成
立
し
な
い
。

ロ
、
其
の
他
細
部
に
亘
る
条
項
も
入
れ
る
こ
と
。

三
号
議
案

会
員
の
品
位
保
持
に
関
す
る
件

イ
、
綱
紀
委
員
会
は
会
員
の
。皿位
保
持
に
関
す
る
事

項
を
掌
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
委
員
は
担
当
支
部

の
実
情
を
把
握
し
非
行
政
書
士
に
対
し
て
も
綱
紀

委
員
会
の
掌
る
範
囲
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ロ
、
本
会
よ
り
処
分
退
会
者
の
あ
る
場
合
は
該
当
支

部
綱
紀
委
員
に
も
通
知
す
る
こ
と
。

ハ
、
会
員
の
品
位
保
持
の
た
め
、
支
部
長
、
綱
紀
委

員
の
主
催
に
よ
っ
て
行
政
書
士
法
の
講
習
会
等
開

催
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
、
閉

会

午
後
4
時
半
。

日
行
達
定
時
総
会
報
告

東
京
都
に
お
い
て
去
る
ぅ
月
21
日
開
催
さ
れ
た
標

記
の
会
議
に
出
席
し
た
経
過
を
次
の
と
お
り
報
告
し

ま
す
。

北
海
道
行
政
書
士
会
会
長
渡

辺

慶

吉

同

副
会
長
藤

山

利

夫

理

事
佐
々
木

行

雄

同

一
、
日

時

昭
和
42
年
5
月
四
日
午
後
ー
時

一
、
場

所

東
京
都
中
央
区
築
地
ー
丁
目
ー
番
ー
号

○
昭
和
42
年
度
日
行
連
支
部
長
及
び
理
事
会
状
況

一
、
日

時

昭
和
42
年
6
月
6
日

て

場

所

静
岡
市

北
海
道
会
よ
り
藤
山
副
会
長
出
席

ィ
、
労
務
保
険
士
法
案
の
立
法
に
は
反
対
の
立
場
を
と
っ
て

い
た
が
、
現
状
勢
は
立
法
の
段
階
に
来
て
い
る
。
法
案
の

内
容
を
見
る
に
そ
の
業
務
は
行
政
書
士
業
務
内
容
で
あ
る

の
で
行
政
書
士
は
経
験
(既
得
権
)
を
生
か
し
て
労
務
保

険
士
の
資
格
を
取
得
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
法
案
に
入
れ

る
べ
き
と
提
案
し
て
い
る
。

て

協
議
事
項

イ
、
専
門
部
会
設
置
の
件

特
別
出
席
者
(前
掲
)
を
世
話
人
と
し
て
労
務
に
関
す

る
専
門
部
会
の
設
置
を
承
認
し
て
賞
い
た
い
。
次
の
機
会

に
正
式
発
足
し
具
体
的
成
案
を
得
た
い
。

ロ
、
未
加
入
者
に
対
す
る
入
会
勧
誘
に
つ
い
て

全
道
的
に
積
極
的
に
行
な
う
こ
と
。

ハ
、
業
務
違
反
者
の
処
置
に
つ
い
て

再
調
査
を
要
す
る
も
の
は
種
々
の
方
法
で
確
認
す
る
こ

,と
0非

行
政
書
士
に
は
入
会
を
勧
誇
す
る
こ
と
。

入
会
せ
ざ
る
も
の
は
道
警
、
共
の
他
関
係
機
関
に
積
極

的
に
取
締
り
を
要
請
す
る
こ
と
“

ニ
、
会
費
滞
納
者
の
処
分
に
つ
い
て

会
期
に
従
い
処
置
す
る
こ
と
。

専
門
部
会
発
足
世
話
人
会

一
、
日

時

昭
和
42
年
6
月
22
日
午
後
6
時

｢
場

所

札
操
市
北
2
･
西
3

展
美
旅
館

一
、
出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長

遠
藤
｢
高
田
、
成
田
、
.中
川
‘

氏
家
、

一
、
出
席
…者

委
ね佐
一“状
“刻
ん名
(
出
席
者
【対
名

司
会
者
に
よ
り
開
会
宣
言

ー
、
会
長
挨
拶

日
行
連
浅
井
会
長
が
会
の
現
況
と
今
後
の
方
針
に
つ
い

て
説
明
を
加
え
た
挨
拶
あ
り
。

2
、
正
副
議
長
選
出

司
会
者
一
任
と
決
定
。

議

長
:
･埼
玉
県
会
長

石
井
氏

副
議
長
!
宮
崎
県
会
長

土
屋
氏
を
指
名

3
、
議
長
よ
り
議
事
録
署
名
員
の
指
名
あ
り

議
事
録
署
名
員

青
森
会

米
沢
氏

岐
阜
会

柳
原
氏

4
、
会
務
並
び
に
業
務
報
告

日
行
連
浅
井
会
長
、
プ
リ
ン
ト
に
よ
り
報
告
。

報
告
の
中
で
連
合
会
運
営
に
功
績
の
あ
っ
た
も
の
を
博

名
程
度
を
自
治
大
臣
よ
り
表
彰
を
お
願
い
し
て
あ

っ
た

が
、
本
日
の
総
会
ま
で
の
日
時
が
な
く
実
現
出
来
な
か
っ

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

5
、
議
事
審
議

○

第
ー
号
議
案

昭
和
鋼
年
度
収
入
支
出
決
算
報
告
上

程
、
続
い
て
監
査
報
生聴

二
、
三
の
質
問
あ
っ
て
異
議
な
く
承
認
と
決
定
。

②

第
2
号
議
案

昭
和
42
年
度
事
業
計
画
案

第
3
号
議
案

昭
和
42
年
度
収
入
支
出
予
算
案
一
括

上
程
。
第
2
号
議
案
:
;
:
例
年
通
り
で
承
認
。

第
3
号
議
案
は
特
記
を
要
す
る
質
問
も
な
く
二
、
三

の
数
字
整
理
上
の
質
問
が
あ
っ
た
が
採
決
に
よ
り
異
議

な
く
承
認
と
決
定
。

③
、
役
員
補
充
選
任
の
件
上
程

イ
、
監
事

栃
木
会
…
新
司
郎
氏
、
死
亡
に
よ
る
後
任

は
、
埼
玉
会

石
井
氏
と
決
定
。
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さ
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協
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理
事

東
京
会

阿
部
友
蔵
氏

大
倉
宗
太
郎
氏

北 海 道 行 政 書 士 会 報昭和42年7月 5日 (第34号)

愛
知
会

高
橋
二
三
氏
の
三
氏
は

辞
任
届
提
出

以
上
三
氏
の
辞
任
承
認
。

後
任
理
事
と
し
て

千
葉
会

落
合
良
一
氏

静
岡
会

一
名

愛
知
会

三
原
荘
一
氏
と
決
定
。

ハ
、
相
談
役
推
せ
ん
の
件

日
行
建
会
長
よ
り
、
元
日
行
達
会
長
で
あ
ら
た
橋

本
難
晴
氏
を
本
会
の
相
談
役
に
推
せ
ん
し
た
い
と
提

案
。岐
阜
会
、
大
野
氏
よ
り
賛
成
演
説
が
あ
り
全
員
異

議
な
く
相
談
役
と
し
て
橋
本
雅
暗
氏
と
決
定
。

二
、
現
清
丸
名
誉
会
長
よ
り
名
誉
会
長
の
名
称
を
附
与

し
な
い
こ
と
に
し
た
い
と
浅
井
会
長
よ
り
提
案
し
た

が
(具
体
的
説
明
を
北
海
道
会
藤
山
代
議
員
か
ら
求

め
た
)
事
の
理
由
は
公
会
の
席
上
で
あ
り
、
人
権
上

具
体
的
事
例
は
さ
け
度
い
と
の
説
明
に
よ
り
こ
れ
を

諒
承
、
種
々
論
議
の
結
果
、
現
浅
井
日
行
達
会
長
就

任
の
折
現
会
長
の
推
せ
ん
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
本

総
会
に
附
議
す
べ
き
事
案
で
な
い
。
清
丸
名
誉
会
長

の
処
遇
は
浅
井
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ

た
り

6
、
表
彰
規
定
制
定
の
件

表
彰
規
定
原
案
を
プ
リ
ン
ト
に
よ
り
説
明
あ
り
、
原
案

通
り
決
定
。

7
、
真
の
他

0
東
京
会
よ
り
要
望

ー
、
日
行
達
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

2
、
"現
在
全
国
を
八
脳支
部
に
区
画
組
織
,さ
れ
て
い
る
が

支
部
だ
よ
り

札
幌
支
部
定
時
総
会

一
、
日

時

昭
和
42
年
5
月
27
日
午
後
ー
時

一
、
場

所

札
幌
市
北
ー
条
商
7
丁
目

昭和42年 7月1報

北
樅
道
警
察
共
済
会
館
会
議
室

一
、
出
席
者

卸
名

一
、
議

事

報

犬
飼
副
支
部
長
開
会
宣
言

会

ー
、
支
部
長
挨
拶

士

森
口
支
部
長
、
今
年
度
の
計
画
等
に
つ
い
て
説
明
を
加

え
挨
拶
。

書

2
･
議
長
選
出

政

支
部
長
の
指
名
と
決
定
さ
れ
、小
城
清
二
氏
を
指
名
す
。

行

小
城
清
二
氏
、
議
長
席
に
着
席
、
議
長
就
任
挨
拶
。

道

3
、
議
事
録
署
名
員
、
記
録
員

海

議
事
爆
署
名
員
に
は
小
城
清
二
氏
、
犬
飼
竹
治
氏
と
決

ヒ

定
。
記
録
員
に
は
、
石
道
政
治
氏
、中
川
悦
男
氏
を
指
名
。

]

4
、
報

告

昭
和
42
年
度
北
海
道
行
政
書
士
会
定
時
総
会
に
代
議
員

と
し
て
出
席
し
た
犬
飼
副
支
部
長
よ
り
総
会
の
状
況
を
詳

細
に
報
告
さ
れ
た
。

5
、
議
案
審
議

船
、
昭
和
術
年
度
事
業
報
告

昭
和
41
年
度
収
支
決
算
報
告
を
一
括
上
程
。

各
担
当
役
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が
あ
り
二
、
三
の

号

質
問
あ
っ
て
異
議
な
く
承
認
決
定
。

第

回
、
昭
和
42
年
度
事
業
計
画
案

昭
和
42
年
度
収
支
予
算
案
を
一
括
上
程
さ
れ
、
原
案
通

り
費
用
は
流
用
を
認
め
る
事
を
付
加
え
て
承
認
と
決
定
。

3
、
現
日
行
連
会
則
は
不
備
が
多
く
、
会
運
営
上
支
障

が
あ
る
の
で
会
則
改
正
を
要
す
る
。
そ
の
た
め
会
則

改
正
特
別
委
員
会
設
置
の
必
要
あ
り
。

0
宮
崎
会
よ
り
要
望

ー
、
行
政
書
士
は
、
例
え
ば
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調

査
士
等
の
類
似
葉
書
士
を
補
助
者
と
し
て
認
め
な
い

よ
う
自
治
省
へ
申
入
れ
法
律
の
改
正
を
す
る
こ
と
。

2
、
行
政
書
士
啓
蒙
用
ポ
ス
タ
ー
を
日
行
速
で
各
単
位

会
の
も
の
を
共
同
印
刷
し
て
配
布
す
る
こ
と
を
考
慮

す
る
こ
と
。

3
、
自
動
車
運
転
免
許
申
請
及
び
同
記
載
事
項
変
更
等

の
申
請
は
、
行
政
書
士
の
業
務
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
非
行
政
書
士
が
横
行
し
て
い

る
折
か
ら
非
行
政
書
士
の
阻
止
に
当
る
よ
う
に
す
る

こ
と
o

○
秋
田
会
よ
り
要
望

ー
、
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

2
、
顧
問
、
相
談
役
の
有
給
化
を
図
る
。

3
、
自
治
省
と
の
接
渉
緊
密
化
を
図
る
。

4
、
役
員
報
酬
を
支
給
す
る
。

5
、
常
務
理
事
の
常
任
及
び
事
務
局
の
強
化
。

6
、
強
化
対
策
に
伴
う
特
別
基
金
の
拠
出
。

7
、
機
関
紙
の
刊
行
。

以
上
の
7
点
を
挙
げ

｢行
政
書
士
｣
の
誇
り
と
自
ら
喜

び
を
も
っ
て
会
費
納
入
を
進
ん
で
実
行
す
る
こ
と
を
自
覚

さ
せ
る
対
策
の
確
立
を
期
す
る
た
め
と
結
ぶ
。

8
、
表
彰
状
贈
呈

日
行
連
会
長
よ
り
表
彰
者
の
総
数
鵬
名
、
内
北
海
道
会

で
は
渡
辺
慶
古
、
佐
藤
幸
之
助
、
藤
山
利
夫
、
岸
川
隆
次

4
の
名
が
表
彰
さ
れ
た
。

9
、
来
賓
祝
辞

来
↓贋
の
方
欠
席
の
た
め
祝
辞
省
啼

　
　
　　

　

　　

閉
、
業
務
講
習
会
の
件

本
年
度
の
目
標
は
労
働
行
政
を
第
一
と
し
、
戸
籍
住

民
登
録
を
第
二
と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
に
決
定
。

回
、
北
海
道
行
政
書
士
会
定
時
総
会
に
於
て
支
部
へ
附
話

さ
れ
た
綱
紀
委
員
は
先
の
役
員
会
の
譲
を
総
て
、
小
城

清
二
氏
、
野
崎
幸
氏
、
半
田
公
夫
氏
を
決
定
さ
れ
た
こ

と
を
報
告
。

内
、
来
賓
祝
辞

来
賓
祝
辞
を
当
職
〔北
海
道
行
政
書
士
会
長
)
に
要

望
し
た
が
、
一
支
部
会
員
と
し
て
出
席
し
た
の
で
業
務

の
確
保
に
つ
い
て
左
の
こ
と
を
要
望
し
た
。

ー
、
自
賠
法
に
よ
る
手
続
一
切
を
確
保
す
る
よ
う
要
請

2
、
非
行
政
書
士
取
締
の
一
環
と
し
て
行
政
官
公
署
に

対
し
て
協
力
方
要
請
文
発
送
の
必
要
性

一
、
閉

会

石
道
政
治
民
開
会
の
挨
拶
。

釧
路
支
部
定
時
総
会

一
、
期

日

昭
和
42
年
5
月
6
n

一
、
場

所

釧
路
市
浦
見
町
2
丁
目

三
士尽
云館

一
、
出

席

簿
名
、
委
任
状
旧
名

一
、
議

事
午
後
ー
時
35
分
、
副
支
部
長
大
沢
清
氏
開
会
宣
言
。

ー
、
支
部
長
、
伏
見

勇
氏

挨
拶

2
、
釧
路
支
庁
長
(代
理
坂
上
主
事
補
)
祝
辞

3
、
議
長
選
任
、
常
見
庄
司
氏
議
長
と
な
る
。

4
、
報
告
議
案
上
程

○
第
ー
号

昭
和
41
年
度
事
業
経
過
報
告

重
点
を
①
未
入
会
者
の
入
会
促
進
並
び
に
勧
告

②
非

書
士
の
取
締
並
び
に
違
法
行
為
の
防
止

③
支
部
執
行

体
制
の
確
立
に
置
い
た
こ
と
を
報
告
;･満
場
一
致
承
認

,き
菫
む
き
講
話
,
渦崎
墓
こ
ご

閉
会
が
宣
せ
ら
れ
午
後
5
時
終
了
。

0
総
会
以
外
の
会
合

総
会
終
了
後
別
会
場
、
旅
館
熱
海
荘
に
於
い
て
支
部
長
会

議
開
催
、
北
海
道
支
部
長
渡
辺
慶
吉
田
席
。

議

事

ー
、
総
会
決
定
事
項
及
び
且
要
望
事
項
に
つ
い
て
実
行
に

移
す
た
め
の
方
策
。

2
、
労
務
保
険
士
法
案
制
定
阻
止
の
対
策
。

種
々
協
議
さ
れ
た
が
近
く
理
事
会
を
招
集
し
、
具
体

的
に
決
定
す
る
こ
と
に
意
見
一
致
。

3
、
午
後
7
時
過
ぎ
会
議
終
了
。

0
其
の
他
の
重
要
事
項

五
月
二
十
二
日

労
務
保
険
士
法
案
阻
止
陳
情
の
た
め
、
第
一
及
び
第
二

議
員
会
館
へ
地
崎
宇
三
郎
、
横
路
節
雄
、
田
中
正
巳
、
箕

輪
登
の
四
先
生
を
訪
問
し
た
が
、
在
室
さ
れ
た
の
は
横
路

節
雄
先
生
だ
け
で
、
地
騎
、
田
中
、
箕
輪
各
先
生
は
不
在

で
あ
っ
た
の
で
秘
書
の
方
へ
事
情
を
説
明
し
て
労
務
保
険

士
法
案
を
阻
止
下
さ
る
よ
う
各
先
生
方
に
お
伝
い
す
る
よ

う
依
頼
し
た
。
機
略
先
生
に
は
現
況
を
御
説
明
申
上
げ
、

断
じ
て
該
法
案
制
定
を
阻
止
下
さ
る
よ
う
御
願
い
し
た
。

0
感

想
横
路
節
雄
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
指
示
や
御
指
導
を

戴
き
先
生
へ
の
訪
問
陳
情
は
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
事

を
特
記
し
て
置
く
。

北
海
道
地
区
よ
り
選
出
さ
れ
た
前
記
四
先
生
に
面
接

の
た
め
事
前
に
連
絡
等
の
労
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
自
民

党
道
速
及
び
同
党
札
幌
支
部
、
行
政
書
士
横
路
雅
美
氏

に
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

○
第
押2
号

昭
和
41
年
度
収
支
#決
算
"報
告
･･海兵
-
な
く
づ
‐

　
○
第
3
号

専
決
事
項
報
告

①
昭
和
銅
年
度
本
会
代
議
員
ー
名
補
欠
選
任

②
支
部

旅
費
支
給
規
程
一
部
改
正

③
昭
和
42
年
度
定
時
総
会

招
集
期
日
変
更

5
、
審
議
議
案
上
程

○
第
ー
号

昭
和
42
年
度
事
業
計
画
案

業
務
の
研
修
、
会
員
の
福
祉
、
会
員
相
互
の
親
睦
交

流
、
会
報
の
発
行
等
。

異
議
な
く
可
決

○
第
2
号

昭
和
42
年
度
収
支
予
算
案
原
案
通
り
可
決

0
第
3
号

監
事
(ー
名
)
選
任

佐
藤

猛

と
決
定

○
第
4
号

昭
和
42
年
度
本
会
代
議
員
(2
名
)
選
任

和
木
貞
次
、
武
田
時
雄
を
可
決
決
定

○
第
5
号

報
酬
額
改
訂
促
進
に
つ
い
て

○
｢議
事
外
｣
業
務
連
絡

一
、
閉

会

副
支
部
長
大
沢

清
氏
開
会
宜
言

午
後
5
時
30
分

釧
路
支
部
5
月
定
例
役
員
会

一
、
期

日

昭
和
42
年
5
月
18
日
午
後
6
時
40
分

一
、
場

所

釧
路
市
錦
町
5
丁
目
5
番
地

当
支
部
事
務
所

一
、
出
席
者

支
部
長

伏

見

勇

副
支
部
長

屋

越

勝

典

同

大

沢

清

常
任
理
事

細

木

貞

次

監

事

佐

藤

種

本
会
綱
紀
委
員
“斎

藤

政

男

代
議

員

武

田

時

雄

一
、
報
告
事
項

-



2
ヒ
レ
ゾ
扇

き
÷西
実
漉
t
ズ
“
の
謎
だ
、
そ
の
趣
去
勢
a司

一

日
中
で
う
>
く
り、

H
、
会
員
異
動

□
、
5
月
定
例
役
員
会
期
日
変
更

愕

㈱
、
会

計

第

回
、
本
会
理
事
、
支
部
長
合
同
会
議

ー
、
綱
紀
委
員
の
員
数

2
、
日
行
迷
定
時
総
会

3
、
非
書
士
の
取
締
り
に
つ
い
て

4
、
報
酬
額
改
訂
に
つ
い
て

二
、
協
議
事
項

け
、
定
時
総
会
決
定
事
項
の
処
理
に
つ
い
て

ー
、
議
事
録
の
発
送

報

2
、
固
定
資
産
の
証
明
、
閲
覧
に
つ
い
て

会

3
、
報
酬
額
改
訂
促
進
決
議
に
つ
い
て

4
、
運
転
免
許
申
請
書
等
の
作
成
に
つ
い
て

土

三
、
午
後
8
時
43
分
閉
会

書政

小
樽
支
部
定
時
総
会

行道

一
、
日

時

昭
和
42
年
6
月
3
日
午
後
ー
時

　

　　　
　　
　　
　
　
　　
　　　　

し
しコ

ヤ

来

賓

北
海
道
行
政
書
士
会
副
会
長

佐
藤
幸
之
助
氏

一
、
議

事

ー
、
司
会
者
に
よ
り
開
会
宣
言

細
井
伊
三
郎
支
部
長
、
総
会
開
会
挨
拶

2
、
来
賓
祝
辞
(佐
藤
副
会
長
)

祝
辞
要
項
左
の
如
し

　　5

イ
、
非
行
政
書
士
防
止
対
策
問
題

月

ロ
、
労
務
管
理
士
法
国
会
通
過
の
傾
向

年

々

日
行
達
に
於
い
て
緊
急
会
議
6
月
6
日
召
集
、
藤
山

靴

副
会
長
拐

韶
J

二
}

･の
内
容
並
び
に
行
政
書
士
と
し
て
進
む
べ
き

昭和42年 7月15日願凋

◇

入

北 海 道 行 政 書 士 会 報

"
札

幌

十

勝
" " " "

札

幌

日

高

函

館

支

部

八
七
O

八
六
九

八
六
八

八
六
七

八
六
六

八
六
五

八
六
四

八
六
三

八
六
二

八
六
一

会
員
番
号

佐

藤

吉

哉

青

木

哲

雄

柿

沼

米

造

芳

賀

一

三

宮

城

宏

氏

家

幸

雄

三

浦

喜

雄

徳

永

捷

記

山

藤

芳

郎

沢

田

鉄
太
郎

氏

名

白
石
町
本
通
馴

札
幌
市
豊
平
町
中
の
島
卸
の
第

帯
広
市
西
2
条
南
月
丁
目
授

江
別
市
野
幌
町
盤
!
物

千
歳
市
末
広
町
東
区
2
丁
目
印

南
ー
条
西
伯
丁
目

北
笠
条
西
5
丁
目
制

札
幌
市
北
ー
条
酉
ゆ
丁
目
ー

新
冠
郡
新
冠
町
字
新
冠
解

函
館
市
青
柳
町
節
の
6

事

務

所

7
-
･
b̂

7
‘
･
I‘-

6

･
四

6

･
第

6

･
26

6

･
22

6
･
14

5

･
第

5

･
19

5
.
“

入
会
月
日

" “ " " "

新

入

会

再

入

会

“ "

新

入

会

備

考

(第34号)

日

高

札

幌

網 小

樽

函

館

室

蘭

支

部ノ

八
二
四

-
-一九

一
二
五

七
四
二
四
二

-
=二
九

会
員
番
号

西

内

久

治

田

内

益

夫

山

田

昌

靖

瀬

尾

仁

安

部

英

夫

塩

川

勝

氏

名

沙
流
郡
門
別
町
字
厚
賀
町
町

札
幌
市
南
1
条
西
旧
丁
目

網
走
市
南
5
条
束
3
丁
目
7

小
樽
市
最
上
町
幻

函
館
市
東
雲
町
-

室
蘭
市
山
手
町
3
丁
目
ゆ
番

事

務

所

7
I
･
＼
〉

6

･
第

6

･
28

6

･
幹

套U
･
ll

RU
-
ll

退
会
月
日

廃

業

死

亡

死

亡

廃

業

死

亡

廃

業

備

考

◇

退

会
4

5
月
【1
日
よ
り

会

ホ
、
行
政
書
士
と
し
て
重
要
な
こ
と
な
の
で
、
結
果
判
明

次
第
全
会
員
に
早
急
周
知
す
る
よ
う
取
計
ぅ

3
、
議
長
選
出

松
本
又
蔵
議
長
に
選
出
さ
れ
る

4
、
記
録
署
名
員
、
代
議
員
選
旧

大
洲

博
氏
を
記
録
署
名
員
に
、
大
野
新
"
氏
を
代
議

員
に
指
名
選
出

5
、
議
案
審
議

イ
、
昭
和
41
年
度
事
業
報
告
:
異
議
な
く
承
認
。

昭
和
俎
年
度
収
支
決
算
報
告
!
異
議
な
く
承
認

口
･
昭
和
42
年
度
事
業
計
画
案
;
異
議
な
く
承
認

昭
和
42
年
度
予
算
案
:
･審
議
に
対
し
組
替
動
議
提
出

･
理
由

本
部
総
会
に
出
席
す
る
支
部
長
及
び
代
議

員
の
旅
費
は
当
然
支
部
で
負
担
す
べ
き
で
予
算
を

組
む
べ
き
だ
。
ー
全
員
賛
成
-
予
算
組
賛
成
立
。

6
、
本
部
に
対
す
る
要
望

退
会
処
分
す
る
に
際
し
本
部
の
指
示
に
よ
り
、
支
部
長

に
当
該
会
員
に
対
し
実
地
調
査
す
る
場
合
、
本
部
に
於
い

て
旅
費
を
支
出
し
て
ほ
し
い
。

○
佐
藤
副
会
長
の
応
答

滞
納
処
分
に
よ
り
退
会
処
分
決
定
は
本
部
事
務
局
よ

り
直
接
本
人
宛
督
促
･催
告
し
、
そ
の
結
果
を
理
事
会

に
誇
り
退
会
処
分
を
決
定
し
て
い
る
。
若
し
本
部
の
指

示
に
よ
り
調
査
の
必
要
あ
る
場
合
は
当
然
旅
費
の
支
出

が
あ
る
べ
き
で
、
こ
の
点
よ
く
調
査
し
て
善
処
す
る
。

7
、
研
修
会
に
つ
い
て

労
務
管
理
士
法
が
成
立
し
た
場
合
、
本
部
主
催
の
研
修

会
を
開
催
す
る
こ
と
を
要
望
。
尚
関
係
書
籍
の
約
旋
も
し

て
ほ
し
い
。

8
、
役
員
改
選

選
考
委
員
を
あ
げ
て
審
議
の結
果
、
全
員
再
選
重
任
と

決
定
。

十
勝
支
部
研
修
会

一
、
期

一
、
場

日

照
和
42
年
7
月
8
日
午
後
ー
時

所

帯
広
市
西
5
条
南
8
丁
n

労
働
会
館

2
号
室

一
、
出
席
会
員

“
名

一
、
講

師

十
勝
支
庁
農
地
係

山
本
一
男
氏

沼
田
達
司
氏

一
、
研
究
課
題

閉
、
農
地
法
に
つ
い
て

回
、
農
地
法
第
5
条
に
つ
い
て
の
取
扱
方
法

内
、
農
地
法
第
4
条
の
取
扱
い
に
つ
い
て

回
、
非
書
士
取
扱
い
に
つ
い
て

一
、
午
後
4
時
30
分
閉
会

引
続
き
臨
時
役
員
会

一
、
日

時

昭
和
42
年
7
月
8
目
午
後
5
時

一
、
場

所

帯
広
市
西
3
条
南
8
丁
目

日
本
橋
食
堂

一
、
出

席

役
員
全
員

一
、
議

案

非
行
政
書
士
対
策
に
つ
い
て

行
政
書
士
試
験
案
内

○
北
海
道
告
示
第
一
〇
四
六
号

行
政
書
士
法

昭̂
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
)
第
四
条
の
規

定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
二
年
度
行
政
書
士
試
験
を
次
の
と
お
り

施
行
す
る
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
十
五
日

北
海
道
知
事

町

村

金

五

--、
試
験
の
場
所

札
幌
試
験
場

札
幌
市
北
四
条
西
十
二
丁
目

北
海
道
職
員
研
修
所

旭
川
試
験
場

旭
川
市
六
条
通
十
丁
目上
川
支
庁

釧
路
試
験
場

釧
路
市
浦
見
町
2
丁
目釧
路
支
庁

三
、
受
験
願
書
の
受
付
期
間

昭
和
四
十
二
年
八
月
十
五
日
か
ら
昭
和
四
十
二
年
九
月
十

四
日
ま
で

(平
日
は
午
後
五
時
、
土
曜
日
は
午
後
0
時
三
十

分
ま
で
)

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
受
付
期
間
中
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

四
、
受
験
願
書
及
び
受
験
資
格
認
定
申
請
書
の
提
出
先

の
、
受
験
願
書

札
幌
市
北
三
条
西
六
丁
目

北
海
道
総
務
部
地
方
課

②
、
受
験
資
格
認
定
申
請
書

も
よ
り
の
各
支
庁
地
方
部
総
務
課

五
、
受
験
資
格

○
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
。

ァ
、
学
校
教
育
法
(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
)

に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
そ
の
他
同
法
第
五

十
六
条
第
一
項
(大
学
入
学
資
格
)
に
規
定
す
る
者
。

イ
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
と
し
て
行
政
事
務

を
担
当
し
た
期
間
が
、
こ
れ
を
通
算
し
て
三
年
以
上
に

な
る
者
。

②
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
ら
か
じ
め
知
事
か

ら
受
験
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
。

.
‐

ァ
、
行
政
書
士
の
補
助
者
と
し
て
そ
の
職
に
通
算
し
て
三

年
以
上
従
事
し
た
者
。

/b ≠
-

-“‐-
･“‐-----、“--“′-‐

　

　

　
　



(第34号)

室

蘭

日

高

十

勝

十

勝

網

走

空

知

札

幌

支

部

唐

崎

政

晴

斎

藤

良

和

米

森

順

治

大

下

春

見

生

田

栄

一

長

尾

安

夫

石

岡

豊
太
郎

氏

名

苫
小
牧
市
勇
払
第

浦
河
郡
浦
河
町
字
堺
町
"
の
鋼

口
′ニ
ヌ
刀
町
"一
不
用
▼了
ノ斑
お

帯
広
市
西
ー
条
ー
丁
目

紋
別
市
幸
町
2
丁
目

樺
戸
郡
月
形
町
市
北
8

札
幌
市
月
寒
東
ー
条
℃
丁
目

住

所

" “ " " " “

、

蓋
月
日

6
･
卸

退
会

上
記
7
名
は
、

会
則
第
部
条
第

2
項
の
規
定
に

よ
り
昭
和
42
年

6
月
30
日
限
り

退
会 事

◇

処
分
退
会

北 海 道 行 政 書 士 会 報昭和42年 7月15日

イ
、
公
団
、
各
圏
協
同
組
合
等
の
職
員
と
し
て
行
政
事
務

に
準
じ
る
職
に
通
算
し
て
三
年
以
上
従
事
し
た
者
。

ゥ
、
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
。

六
、
試
験
科
目

筆
記
試
験

憲
法
、
法
学
通
論
、
戸
籍
法
、
行
政
書
士
関
係
法
令
、

一
般
常
識
、
作
文

七
、
受
験
願
書
提
出
手
続

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
行
政
書
士
試
験
受
験
願
書
に

所
定
の
事
項
を
記
入
し
A
次
の
書
類
及
び
受
験
手
数
料
を
添

え
て
知
事
に
提
出
し
、
受
験
票
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
｢行
政
書

士
試
験
受
験
願
書
在
中
｣
と
朱
書
し
、
あ
て
先
を
明
記
し
十

五
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

き
=
"
本
籍
▼市
町
村
=長
の
発
行
す
る
身
分
註
明
善
"

　　　　　　

　　

　
　　

　

　
　　

出
立諸
△先
生
、へ
辿疑
れ胚
N方
桜々
埒楓
:
.≦即
時
“連
絡
叫

日

2
、
北
海
道
総
務
部
地
方
課
を
訪
問

用

島
垣
潔
課
長
補
佐
、
第
二
係
長
に
報
酬
額
改
訂
を

7

陳
情

婢

3
･
石
狩
支
庁
を
訪
問

翻

菊
地
盛
之
助
総
務
課
長
、
及
川
係
長
に
非
行
政
書

士
取
締
り
に
つ
い
て
陳
情

19
日

入
会

日
高
ー

牲
日

昭
和
42
年
度
日
行
達
総
会

(東
京
)
へ
渡
辺
会
長
、
藤

山
副
会
長
、
佐
々
木
理
事
出
席

23
日

入
会

札
幌
ー

報

24
日

吉
崎
光
子
事
務
員
退
職

会

6

月

士

1
月

退
会

室
蘭
ー
、
函
館
-

書
一
5
日

後
任
事
務
員

武
田
幸
子
出
勤

政

6
日

目
行
連
緊
急
支
部
長
、
難
事
会

(静
岡
)
開
催

〃行

膝
山
副
会
長
出
席

道

12
日

札
幌
公
共
職
業
安
定
所
及
び
社
会
保
険
事
務
所
を
訪
問

行
政
書
士
と
の
事
務
関
係
調
査

海
~
14
日

入
会

札
幌
ー

退
会

小
榿
ー

北

17
日

渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長
、
左
記
を
訪
問
･
陳
情

道
地
方
課
へ
報
酬
額
改
訂
に
つ
い
て
陳
情

灼
日

第
四
回
常
任
理
事
会
、
午
後
6
時
、
辰
美
に
て

22
日

入
会

乱
視
ー

労
務
部
会
発
足
世
話
入
会
、
午
後
6
時
、
辰
美
に
て

23
日

会
費
督
促
端
書
"
通
発
送

一
26
日

入
会

札
幌
-

会
費
督
促
端
書
"
通
発
送

号
“
27
日

第
一
回
綱
紀
委
員
会
、
経
済
セ
ン
タ
ー
3
階
C
室
で
開

　

　

第

f

(

28
日

入
会

札
幌
ー
、

退
会

札
幌
ー
、
網
走
ー

会
費
督
促
端
書
脇
通
発
送

②
、
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

(市
町
村
長
そ
の
他
官
公
署
の
長
、
学
校
等
の
発
行
す
る

在
職
証
明
書
、
卒
業
証
明
書
、
受
験
資
格
認
定
証
等
)

③
、
受
験
手
数
料
一
、
0
0
0
円
(北
海
道
収
入
証
紙
を
受

験
願
書
の
所
定
欄
に
は
り
つ
け
る
こ
と
)

八
、
受
験
資
格
認
定
手
続

前
記
五
受
験
資
格
②
に
該
当
す
る
者
で
知
事
の認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
も
の
は
へ
別
記
様
式
に
よ
る
受
験
資
格
認
定

中
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

の
、
履
歴
書

②
、
学
業
証
明
書
(最
終
学
校
の
卒
業
又
は
終
了
証
明
書
)

③
、
前
記
五
受
験
資
格
②
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
書
類

九
、
そ
の

他

○
べ
受
験
資
格
の
認
定
は
、
受
験
願
書
提
出
前
に
行
な
う
必

-
鵡要
が
あ
る
の
で
、
す
み
や
か
に
申
請
書
を
提
出
し
、
受
験
亨

1ハ
ム
云

十1
茂功
(--

会
費
督
促
端
書
鍋
通
発
送

会
則
第
鴇
条
第
2
項
に
該
当
す
る
も
の
7
名
発
表

会
費
督
促
端
書
開
通
発
送

30
日7

月
"

ー
日

入
会

札
幌
-

5
日

退
会

日
高
!

6
日

入
会

札
幌
ー

非
行
政
書
士
容
疑
者
に
入
会
勧
誘
文
発
送

8
日

十
勝
支
部
に
於
い
て
農
地
法
に
関
す
る
講
習
会
開
催
の

旨
電
話
連
絡

旧
日

退
会

小
樽
ー

会
費
長
期
滞
納
者
に
内
容
証
明
夏
通
発
送

空
知
支
部
会
員

室
田
隆
二
の
件
、
道
知
事
及
び
綱
紀

委
員
長
に
連
絡
報
告

資
格
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

②
、
受
験
願
書
及
び
受
験
案
内
は
、
北
海
道
総
務
部
地
方
課

又
は
も
よ
り
の
支
庁
地
方
部
総
務
課
で
交
付
す
る
。

郵
便
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
十

五
円
切
手
を
ぼ
っ
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
す
る
こ

と
o

③
、
受
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
せ
は
、
北
海
道
総
務
部
地
方

課
(札
幌
市
北
三
条
西
六
丁
目

電
話
二
十
五
局
丸
三

一
番
、
内
線
四
三
八
番
)
又
は
も
よ
り
の
支
庁
地
方
部
総

務
課
地
方
係
に
対
し
て
行
な
う
こ
と
。

事
務
局
日
誌

う

月
~
(16
日
以
降
)

作
目

入
会

函
館
ー

18
日

渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長
、
左
記
箇
所
を
訪
問
陳
情

･ー･弐
合
口中
川兄
へ~r-｣善
ん活
猩十文
部
蠣↓を
詰
物軸
凹

-

◎

生

日
h

[=

受験資格認定申請書書

月

請

年

鉤
-

北海道知事殿

籍
驫

名

本
住
裁
氏

　　

行政書士法第 3条第 3号に該当する者として
認定されたく、 行政書士施行細則第 I条の規　

　
　
　
第
添
期
を
組
類
行
書　　

喜
び
政
及
行
書
　
　
た

、

0

　
　
　

定

に
し

認
定
請
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当
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楼
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第
三
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く
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時
代

の
変
遷
に
と
も
な

い
労
務
管
理
が
企

す
る
諸
手
続
書
類
並
び
に
帳
簿
類

の
作
成
代
･

業
経
営
上

に
占
め
る
重
要
度

は
極
め
て
大
き

行
業
務
を
能
率
的

に
行
な

っ
て
、

労
使
双
方

く
、

企
業
間

の
競
争

の
激
化

は
労
務
管
理
の

の
利
益
を
図
り
、

も

っ
て
企
業

の
安
定
化
を

近
代
化
と
合
理
化
を
要
求

し
て
お
る
も
の
で

も
た
ら
し
、

そ
の
社
会
的
役
割
を
高
度

に
果

こ
れ

に
伴
う
労
働
者
災
害
補
償
保
険

た

そ

う

と
す

る

に
あ

り

ま
す
。

く
、

企
業
間

の
競
争

の
激
化

は
労
務
管
理
の

近
代
化
と
合
理
化
を
要
求

し
て
お
る
も
の
で

あ

り
、

こ
れ

に
伴
う
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
以
下

一
連

の
保
険
制
度

は
労
使
間

に
大
き

く
寄

与

す

る

も

の
‐
で
あ

り

ま
す

が
、

そ

の
手

続

は
複
雑

で
あ
り
企
業

に
と

っ
て
は
相
当

の

負

担

と

な

っ
て

い
る

の

で
あ

り

ま

す
。

労
務
部
会
会
員

は
労
務
管
理
の
相
談
、

指

導

に
応
じ
、

叉
労
働
及
び
社
会
保
険

に
関
ず

三
一
る
法
令

に
基
づ

い
て
、

行
政
機
関
等

に
提
出

北海道行政書士会労務部会設置趣意書三

こ
の
度
北
海
道
行
政
書
士
会
の
専
門
部
会

と
し
て
労
務
部
会
を
別
紙
会
則

に
よ
り
発
足

し
、

行
政
書
士
法
第

一
条

に

よ
る
私

ど

も

の

業
務

の
益

々
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

ま

し

た
。

会
員
各
位

は
社
会

の
情
勢
を
御
理
解

の
上

絶
大
な
る
御
協
力
を
お
願

い

い
た

し

ま
す
。
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